
茨城県内に事業所を有する中小企業･小規模事業者
※消費税やインボイス制度の概要を改めて知りたいと
思っている方

※インボイス制度施行後の変更点や経過措置後の対応
を知りたい方

①消費税やインボイスの基礎知識の再確認
②インボイス登録のメリット・デメリット
③経過措置が終了した後の影響と対策

令和6年10月23日(水)

内 容

開催方法

〒310-0801 茨城県水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館９階
TEL 029-224-5339 FAX 029-227-2586 Mail yorozu@iis-net.or.jp HP https://ibaraki-yorozu.go.jp/

対 象 者

消費税やインボイス制度の基礎知識を理解し、インボイス登録や
経過措置終了後に関する不安を解消します。

日 時

【講師】
茨城県よろず支援拠点
コーディネーター

江原 博

【講師】
お片付けてる
代表取締役

國生輝枝

オンライン開催
※オンライン開催の招待メール（URL）を前日までにお送りいたします。

申込締切日

参加費無料

【講師】
(株)クラウドファンディングデザイン
代表取締役

渡邊ゆりか氏

大手企業で資材・調達管理、開発・販売
管理業務に従事したのち、経営コンサル
タントとして独立。公的機関のインキュ
ベーション施設での支援専門員としての
経験を有し、経営革新、事業戦略・計画
策定、ＩＴ経営等の支援実績多数
※中小企業診断士・ＩＴコーディネータ

〜インボイス登録のメリット・デメリットと経過措置終了後の対応〜

『インボイス制度の基礎知識セミナー』

令和6年10月28日(月) 15：00～ 16：30

申込方法

茨城県よろず支援拠点申込フォーム
もしくは右記QRコードよりお申込みください。

https://forms.gle/9TrrUJgCd7PSK8ED6
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